
 
 

 
 

平
成
二
十
七
年
七
月
定
例
教
育
委
員
会
会
議
録 

 

鳴
門
市
教
育
委
員
会 

七
月
定
例
教
育
委
員
会
は
七
月
十
七
日
招
集
告
示 

七
月
二
十
四
日
十
五
時 

市
分
庁
舎
教
育
委
員
会
会
議
室
で
開
会 

同
日
十
六
時
十
分
閉
会
し
た 

 

一
、
出
席
者 

 
 

教
育
長 

安
田
教
育
長 

 
 

委
員 

寺
田
委
員 

巽
委
員 
加
藤
委
員 

小
松
委
員 

 
 

事
務
局
職
員 

荒
川
教
育
次
長 
天
満
教
育
総
務
課
長 

西
條
教
育
総
務
課
副
課
長 

 
 

そ
の
他
職
員 

竹
下
学
校
教
育
課
長 

高
田
図
書
館
長 

 

一
、
傍
聴
者 

一
名 

 

一
、
会
議
は 

教
育
長
が
議
事
を
進
行
し
た 

 

一
、
議
事
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る 



 
 

一
、
議
案
第
四
十
七
号 

平
成
二
十
八
年
度
使
用
「
鳴
門
地
区
中
学
校
用
教
科
用
図
書
」
の
採
択
に
つ
い
て 

 
 

一
、
議
案
第
四
十
八
号 

鳴
門
市
教
育
支
援
委
員
会
委
員
の
委
嘱
に
つ
い
て 

 
 

一
、
議
案
第
四
十
九
号 

鳴
門
市
教
育
支
援
調
査
員
の
委
嘱
に
つ
い
て 

 
 

一
、
議
案
第
五
十
号 

鳴
門
市
特
別
支
援
地
域
連
携
協
議
会
運
営
委
員
会
委
員
の
委
嘱
に
つ
い
て 

 

一
、
教
育
長
は 

十
五
時 

七
月
定
例
教
育
委
員
会
の
開
会
を
宣
し
た 

 

一
、
教
育
長
は
会
議
録
の
朗
読
を
事
務
局
に
求
め
た 

 
 

 
 

西
條
教
育
総
務
課
副
課
長
は 

七
月
臨
時
教
育
委
員
会
の
会
議
録
を
朗
読
し
た 

 

一
、
教
育
長
は
会
議
録
の
承
認
に
つ
い
て
諮
り 

全
委
員
異
議
な
く
承
認
し
た 

 

一
、
教
育
長
は 

議
案
第
四
十
七
号 

平
成
二
十
八
年
度
使
用
「
鳴
門
地
区
中
学
校
用
教
科
用
図
書
」
の
採
択
に
つ

い
て
は 

文
部
科
学
省
の
「
平
成
二
十
八
年
度
使
用
教
科
書
の
採
択
に
つ
い
て
」
の
通
知
及
び
徳
島
県
教
育
委
員

会
の
基
本
方
針
を
踏
ま
え 

教
科
書
採
択
の
適
切
な
審
議
環
境
の
確
保
等
の
観
点
か
ら 

地
方
教
育
行
政
の
組
織



及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
七
項
た
だ
し
書
き
の
規
定
に
よ
り 

会
議
を
非
公
開
と
す
る
発
議
を
し 

全
会
一
致
で
可
決
し
た 

 
 

（
非
公
開
） 

 

一
、
教
育
長
は 
秘
密
会
を
解
除
し
た 

 

一
、
教
育
長
は 

議
案
第
四
十
八
号 

鳴
門
市
教
育
支
援
委
員
会
委
員
の
委
嘱
に
つ
い
て 

事
務
局
に
説
明
を
求
め

た 

 
 

 
 

本
件
に
つ
い
て 

竹
下
学
校
教
育
課
長
は 

鳴
門
市
教
育
支
援
委
員
会
運
営
要
綱
に
基
づ
き
設
置
す
る 

本

件
委
員
に
つ
い
て 

一
年
間
の
任
期
が
満
了
と
な
る
こ
と
か
ら 

再
任
七
名 

新
任
四
名
の
委
員
を
委
嘱
し
た

い
旨 

説
明
し
た 

 

一
、
教
育
長
は 

議
案
第
四
十
八
号
に
つ
い
て
諮
り 

協
議
の
結
果 

全
委
員
異
議
な
く
承
認
し
た 

 

一
、
教
育
長
は 

議
案
第
四
十
九
号 

鳴
門
市
教
育
支
援
調
査
員
の
委
嘱
に
つ
い
て 

事
務
局
に
説
明
を
求
め
た 



 
 

 
 

本
件
に
つ
い
て 

竹
下
学
校
教
育
課
長
は 

鳴
門
市
教
育
支
援
委
員
会
運
営
要
綱
第
六
条
に
基
づ
き
設
置
す

る 

本
件
調
査
員
に
つ
い
て 

一
年
間
の
任
期
が
満
了
と
な
る
こ
と
か
ら 

再
任
二
十
名 

新
任
七
名
の
調
査

員
を
委
嘱
し
た
い
旨 

説
明
し
た 

 
 

 
 

巽
委
員
は 

本
件
調
査
員
の
選
出
方
法
と 

研
修
に
つ
い
て 

質
問
し
た 

 
 

 
 

竹
下
学
校
教
育
課
長
は 

各
学
校
か
ら 

所
属
教
職
員
の
一
割
程
度
を
目
安
に 

特
別
支
援
学
級
の
担
任
や

経
験
者
を
中
心
に 
推
薦
を
受
け
て
案
を
作
成
し
て
い
る
旨
と 

委
嘱
し
た
調
査
員
に
は 

徳
島
県
が
年
間
二

回 

鳴
門
市
が
年
間
四
回
の
研
修
を
実
施
し
て
い
る
旨 

説
明
し
た 

 
 

 
 

巽
委
員
は 

対
象
児
童
の
人
数
に
つ
い
て 

質
問
し
た 

 
 

 
 

竹
下
学
校
教
育
課
長
は 

支
援
学
級
に
入
ら
れ
る
児
童
や 

支
援
が
必
要
な
児
童
が
増
加
し
て
い
る
旨 

説

明
し
た 

 
 

 
 

小
松
委
員
は 

鳴
門
教
育
大
学
の
特
別
支
援
の
コ
ー
ス
の
現
状
に
つ
い
て 

質
問
し
た 



 
 

 
 

寺
田
委
員
は 

鳴
門
教
育
大
学
の
特
別
支
援
の
コ
ー
ス
の
卒
業
生
は 

支
援
学
校
に
就
職
す
る
な
ど
し
て
い

る
が 

教
員
採
用
試
験
に
特
別
支
援
教
育
の
採
用
枠
が
あ
る
わ
け
で
は
無
い
の
で 

卒
業
生
が
教
員
に
な
れ
る

か
は 
別
の
問
題
と
の
意
見
を
述
べ
た 

 
 

 
 

安
田
教
育
長
は 

全
て
の
学
校
教
育
に
お
い
て 

特
別
支
援
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り 

鳴
門
教
育
大
学

等
で
は 

特
別
支
援
教
育
の
免
許
を
取
得
す
る
方
以
外
で
も 

特
別
支
援
の
勉
強
や 

特
別
支
援
に
対
す
る
知

識
向
上
を
啓
蒙
し
て
い
る
旨 

紹
介
し
た 

 
 

 
 

寺
田
委
員
は 

学
級
担
任
の
決
め
方
に
つ
い
て
も 

特
別
支
援
教
育
の
免
許
を
重
視
す
る
か
は 

学
校
長
の

考
え
方
に
よ
る
と
の 

意
見
を
述
べ
た 

 
 

 
 

加
藤
委
員
は 

調
査
員
の
い
な
い
学
校
に
つ
い
て
は 

誰
が
担
当
す
る
の
か 

質
問
し
た 

 
 

 
 

竹
下
学
校
教
育
課
長
は 

各
学
校
の
所
属
教
職
員
の
経
験
等
に
よ
り 

人
数
が
偏
る
場
合
が
あ
る
が 

園
児

児
童
の
受
け
持
ち
は 

調
査
員
が
一
堂
に
会
し
て 
決
定
し
て
い
る
旨 

説
明
し
た 

 

一
、
教
育
長
は 

議
案
第
四
十
九
号
に
つ
い
て
諮
り 

協
議
の
結
果 

全
委
員
異
議
な
く
承
認
し
た 



 
一
、
教
育
長
は 

議
案
第
五
十
号 

鳴
門
市
特
別
支
援
地
域
連
携
協
議
会
運
営
委
員
会
委
員
の
委
嘱
に
つ
い
て 

事

務
局
に
説
明
を
求
め
た 

 
 

 
 

本
件
に
つ
い
て 

竹
下
学
校
教
育
課
長
は 

鳴
門
市
特
別
支
援
地
域
連
携
協
議
会
設
置
要
項
に
基
づ
き
設
置

す
る 
地
域
連
携
協
議
会
の 

評
価
提
言
を
行
う
本
件
委
員
に
つ
い
て 

一
年
間
の
任
期
が
満
了
と
な
る
こ
と

か
ら 

再
任
五
名 

新
任
五
名
の
委
員
を
委
嘱
し
た
い
旨 

説
明
し
た 

 
 

 
 

加
藤
委
員
は 

地
域
連
携
協
議
会
の
実
施
す
る
研
修
に
つ
い
て 

質
問
し
た 

 
 

 
 

竹
下
学
校
教
育
課
長
は 
地
域
連
携
協
議
会
は
構
成
団
体
が
決
ま
っ
た
組
織
で
は
無
い
が 

医
師
や
鳴
門
教

育
大
学
の
先
生
が
講
師
と
な
り 
教
職
員
に
対
し
て
研
修
を
行
っ
て
い
る
旨 

説
明
し
た 

 
 

 
 

加
藤
委
員
は 

地
域
連
携
協
議
会
の
活
動
内
容
に
つ
い
て 

質
問
し
た 

 
 

 
 

竹
下
学
校
教
育
課
長
は 

地
域
連
携
協
議
会
の
連
携
組
織 

団
体
に
つ
い
て 

一
覧
に
示
し
て
い
る
団
体
だ

け
で
は
な
く 

連
携
が
必
要
な
団
体
な
ど
が
あ
れ
ば 

そ
の
時
点
で
教
育
委
員
会
が
参
加
を
呼
び
か
け
て
い
る

旨 

説
明
し
た 



 
 

 
 

加
藤
委
員
は 

特
別
支
援
学
級
の
保
護
者
以
外
に
は 

特
別
支
援
に
つ
い
て
知
る
機
会
が
少
な
い
た
め 

Ｐ

Ｔ
Ａ
研
修
部
会
や 

学
校
評
議
員
に
向
け
た
研
修
を
行
っ
て
は
ど
う
か
と 

意
見
を
述
べ
た 

 
 

 
 

安
田
教
育
長
は 

地
域
連
携
協
議
会
に
つ
い
て 

障
が
い
の
あ
る
児
童
生
徒
に
対
し
て 

教
職
員
だ
け
で
無

く 

地
域
の
医
療
機
関
や
福
祉
が
連
携
し
て
支
援
す
る 

成
長
し
て
か
ら
も
就
職
等 

地
域
の
様
々
な
方
が
連

携
し
て
支
援
す
る 

そ
し
て 

そ
の
活
動
内
容
を 

教
職
員
研
修
に
よ
っ
て
ま
た
現
場
に
活
か
す
と
い
う
一
連

の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
旨 

説
明
し
た 

 
 

 
 

加
藤
委
員
は 

本
件
に
限
ら
ず 

色
々
な
委
員
等
の
委
嘱
に
係
る
議
案
を
提
案
す
る
際
に
は 

組
織
や
委
員

の
活
動
内
容 

目
的
等
に
つ
い
て 
要
約
し
た
資
料
を
添
付
す
る
よ
う 

要
望
し
た 

 

一
、
教
育
長
は 

議
案
第
五
十
号
に
つ
い
て
諮
り 

協
議
の
結
果 

全
委
員
異
議
な
く
承
認
し
た 

 

一
、
教
育
長
は 

協
議
事
項
の
説
明
を
事
務
局
に
求
め
た 

 
 

 
 

天
満
教
育
総
務
課
長
は 

協
議
事
項
の
な
い
こ
と
を
報
告
し
た 

 

一
、
教
育
長
は 

報
告
事
項
の
説
明
を
事
務
局
に
求
め
た 



 
 

 
 

天
満
教
育
総
務
課
長
は 

報
告
事
項
の
な
い
こ
と
を
報
告
し
た 

 

一
、
教
育
長
は 

十
六
時
十
分 

閉
会
を
宣
し
た 

 

一
、
そ
の
他
の
事
項
は
次
の
と
お
り
で
あ
る 

 

一
、
教
育
長
は 
八
月
定
例
教
育
委
員
会
を 

八
月
十
七
日
十
六
時
か
ら 

開
催
す
る
こ
と
を
確
認
し
た 

 

一
、
高
田
図
書
館
長
は 

平
成
二
十
七
年
四
月
定
例
教
育
委
員
会 

議
案
第
二
十
五
号 

鳴
門
市
図
書
館
協
議
会
委

員
の
委
嘱
に
つ
い
て 
及
び 

五
月
定
例
教
育
委
員
会 

議
案
第
三
十
一
号 

鳴
門
市
図
書
館
協
議
会
委
員
の
委

嘱
に
つ
い
て 

誤
り
と
訂
正
を
説
明
し
た 

 

一
、
教
育
長
は 

第
一
回
総
合
教
育
会
議
が 

八
月
四
日
十
時
三
十
分
か
ら 

開
催
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た 

 


